
川西市障がい者プラン２０２９（案）

修正対比表

資料３
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番号 項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

１

【１９ページ】

第２章 ３．障

がい者福祉施設

の現状

■市内の障がい

者福祉施設数の

推移

サービス種別

計画相談支援

障害児相談支援

増減

４

サービス種別

計画相談支援

障害児相談支援

増減

５

計算誤りのため

２

【２０～２２ペ

ージ】

第２章 ３．障

がい者福祉施設

の現状

■市内障害福祉

サービス事業所

の分布図

分布図 （省略） 分布図（省略）

分布図内の線は、中学校区を表す線で、各中学

校区名を記載しています。

＊分布図中に表記する内容は、以下のとおりで

す。

・川西南 ・川西 ・明峰 ・多田

・緑台 ・清和台 ・東台

各中学校区名を明記する

ため
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３

パブコメ前

【８５ページ】

パブコメ後

【８６ページ】

第４章 １．雇

用・就労支援体

制の充実

（１）一般就労

（障がい者雇

用）の促進

施策

阪神友愛食品株式会社への出資

概要

重度障がい者多数雇用事業所と知的障がい者能

力開発センターを運営する阪神友愛食品株式会社

に対する出資を行います。

施策

阪神友愛食品株式会社への出資

概要

働きたいという希望がありながら、就職の機会が

少ない重度障がい者の職場を確保し、自立した生活

が営めるよう促すことを目的として、重度障がい者

多数雇用事業所と知的障がい者能力開発センター

を運営する阪神友愛食品株式会社に対する出資を

行います。

出資目的を明記するため

４

【１００ペー

ジ】

第４章 ２．生

活支援施策の充

実

（１）障害福祉

サービス等の充

実

施策

家庭ごみの戸別収集の実施

概要

ごみステーションまでごみを持ち出すことが困

難な身体障がい者の世帯（概ね 65歳以上の一人暮
らしで、身体障害者手帳の等級が１級又は２級の

者で構成）に対し、面談のうえ戸別収集を実施し

ます(概ね 65歳以上の一人暮らしで要介護２以上の
ごみの排出が困難な者で構成される世帯を含む)。

施策

家庭ごみの戸別収集の実施

概要

ごみステーションまでごみを持ち出すことが困

難な高齢者や障がい者等を対象に、一定の基準を

設けて面談の上、戸別収集を実施します。

川西市一般廃棄物処理基

本計画の記載内容との整合

を図るため、誤解が生じない

よう表現を修正
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５

【１０８ペー

ジ】

第４章 ３．保

健・医療サービ

スの充実

（３）精神保健

対策の推進

施策

健康福祉事務所等との連携強化

概要

精神保健福祉対策の円滑な推進のため、健康福

祉事務所や警察などの関係機関や団体との連携を

進めます。

施策

健康福祉事務所等との連携強化

概要

精神保健福祉対策の円滑な推進のため、健康福祉

事務所などの関係機関や団体との連携を進めます。

表現の修正

６

【１５６ペー

ジ】

第５章 ３．地

域生活支援事業

の実施に関する

事項

（２）必須事業

の実施に関する

考え方及び量の

見込み等

内容

⑨移動支援事業

単位

実績値 見込量

令和３

（2021）年度

令和４

（2022）年度

令和５

（2023）年度
（見込み）

令和６

（2024）年度

令和７

（2025）年度

令和８

（2026）年度

実利用人数 人/年 206 209 212 223 226 230

延べ利用

時間数
時間/年 24,962 28,706 31,939 31,047 31,466 32,022

24,962
28,706 31,939 31,047 31,466 32,022

206 209 212
223 226 230
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内容

⑨移動支援事業

単位

実績値 見込量

令和３

（2021）年度

令和４

（2022）年度

令和５

（2023）年度
（見込み）

令和６

（2024）年度

令和７

（2025）年度

令和８

（2026）年度

実利用人数 人/年 206 209 212 223 226 230

延べ利用

時間数
時間/年 24,962 28,706 29,256 31,047 31,466 32,022

24,962 28,706 29,256 31,047 31,466 32,022

206 209 212
223 226 230
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サービス提供量 利用人数

（時間/年） （人/年）

令和５年度の移動支援の

延べ利用時間数を直近の見

込みに見直し、数字を修正
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７

【１７０ペー

ジ】

第７章 （１）

各主体の役割

①障がい者

内容

障がい者は自分が人生の主役であり、一人の人

間としてかけがえのない存在であることに気づ

き、自分の生き方を自分で決めていくことが重要

です。

また、地域社会の一員として主体的に社会活動

に参加するとともに、自らの持つ能力を発揮して

自立をめざし、能力に応じて社会に貢献すること

が望まれます。

内容

障がい者は自分が人生の主役であり、一人の人間

としてかけがえのない存在であることに気づき、自

分の生き方を自分で決めていくことが重要です。

また、地域社会の一員として主体的に社会活動に

参加するとともに、必要な支援を受けながら、自ら

の持つ能力を発揮して自立をめざし、能力に応じて

社会に貢献することが望まれます。

誤解のないよう追記する

ため


